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(57)【要約】
【課題】表面材の上面または下面と補強材の間に隙間を
確保し、しかも壁の上面または下面のたわみ変形を抑制
することが可能な壁パネルを実現する。
【解決手段】壁パネル１は、薄板で構成される表面材２
と表面材２裏面の中央部に設けられる補強材３を備え、
表面材２の上端部または下端部は裏面側に折り曲げられ
て上面９または下面２７が形成され、上面９または下面
２７が壁中央部側に折り曲げられて折返し面１３または
折返し面２９が形成され、折返し面１３の端部１４また
は３０は補強材３の後面（裏面）１５よりも前面（表面
）側に位置するように、上面９または下面２７と折返し
面１３または折返し面２９のなす角θが鋭角となるよう
に形成されており、折返し面１３または折返し面２９の
端部１４または３０と補強材３の上端５または下端６が
極近傍に設けられている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薄板で構成される表面材と表面材裏面の中央部に設けられる補強材を備える壁パネルに
おいて、表面材の上端部または下端部は裏面側に折り曲げられて上面または下面が形成さ
れ、上面または下面が壁中央部側に折り曲げられて折返し面が形成され、上面または下面
と折返し面のなす角が鋭角となるように形成されていることを特徴とする壁パネル。
【請求項２】
　請求項１に記載の壁パネルにおいて、折返し面の端部は補強材の裏面よりも表面側に位
置することを特徴とする壁パネル。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の壁パネルにおいて、折返し面の端部と補強材の上端または下
端が極近傍に設けられていることを特徴とする壁パネル。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれかに記載の壁パネルにおいて、上面または下面には部材を壁パ
ネル中央部側へ差し込んで固定する部材差込部が設けられていることを特徴とする壁パネ
ル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、浴室などに使用される壁パネルに関するものである。　
【背景技術】
【０００２】
　従来、浴室などに使用される壁パネルにおいて、薄板で構成される表面材と、表面材の
後面（裏面）の中央部に設けられる補強材と、表面材の裏面の左右端部に設けられる縦桟
と、を備えている構成は知られている。
【０００３】
　そのような従来の壁パネルにおいて、表面材の上端および下端の両方または一方が裏面
側に折り曲げられ、水平な上面および下面の両方または一方が形成されている構成が知ら
れている。このような従来の壁パネルにおける表面材と補強材の上端部の構成例のいくつ
かを、図６に示す。
【０００４】
　図６（ａ）、（ｃ）は、従来例１の壁パネル８１を説明する図であり、補強材３の前面
に設けられた表面材２の上端部が、後方（裏面側）に水平に折り曲げられてなる上面８２
を備え、上面８２の奥行き幅ｗは、補強材の３の厚みｔと略同じとした構成を示す。補強
材３の上面８２と上端５の間に隙間１０が設けられている。
【０００５】
　図６（ｂ）、（ｄ）は、従来例２の壁パネル８５を説明する図であり、従来例１の壁パ
ネル８１のように水平に折り曲げられた上面８２の後端面８６がさらに下方に折り曲げら
れ、壁パネル８５の上端部が断面略コの字型に形成された構成を示す。
【０００６】
　なお、表面材の上端が略コの字状に折り曲げられて形成された壁パネルは、すでに知ら
れている（特許文献１参照）。また、表面材の上端が折り曲げられ補強材の上面が形成さ
れ、その上面に天井連結材のような部材を取り付ける壁パネルが知られている（特許文献
２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－１５２５８１号公報
【特許文献２】特開２０１０－０５３５４０号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　図６（ａ）、（ｂ）、或いは特許文献１、２に示すような構成の従来例の壁パネルは、
天井などの重量物が載ると、壁パネル８１、８５の上面８２が、図６（ｃ）、（ｄ）に示
すように、下方に曲がってたわみ変形してしまう虞がある。
【０００９】
　このようなたわみ変形を防止するためには、壁パネルの上面が、隙間を介することなく
補強材の上面に当接するように折り曲げられた構成も考えられる。しかしながら、そのよ
うな構成とすると、補強材の上面と壁パネルの上面の間に、意図的に隙間を設けて天井固
定部材などの部材を取り付けたくても、必要な隙間が確保できないという問題が生じる。
【００１０】
　また、上記従来の壁パネル８１、８５の構成であると、折り曲げられて形成された表面
材２の上面８２の端部、後端面８６の先端に手が触れやすいので、壁パネルの取り付け作
業等において、作業者が手を切るなどの虞もある。
【００１１】
　本発明は、上記従来の壁パネルの問題を解消することを目的とし、表面材の上面または
下面と補強材の間に隙間を確保し、壁の上面または下面のたわみ変形を抑制することが可
能な壁パネルを実現することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は上記課題を解決するために、薄板で構成される表面材と表面材裏面の中央部に
設けられる補強材を備える壁パネルにおいて、表面材の上端部または下端部は裏面側に折
り曲げられて上面または下面が形成され、上面または下面が壁中央部側に折り曲げられて
折返し面が形成され、上面または下面と折返し面のなす角が鋭角となるように形成されて
いることを特徴とする壁パネルを提供する。
【００１３】
　折返し面の端部は補強材の裏面よりも表面側に位置することが好ましい。
【００１４】
　折返し面の端部と補強材の上端または下端が極近傍に設けられていることが好ましい。
【００１５】
　上面または下面には部材を壁パネル中央部側へ差し込んで固定する部材差込部が設けら
れていることが好ましい。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、表面材の上面または下面が壁中央部側に折り曲げられて折返し面が形
成され、上面または下面と折返し面のなす角が鋭角となるように形成されていることで、
表面材の上面または下面と補強材の間に隙間を確保するとともに、壁の上面または下面に
剛性を付与し、たわみ変形を抑制することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係る壁パネルの実施例を説明する図であり、（ａ）は壁パネルの一部を
裏面側から見た図を示し、（ｂ）は平面図である。
【図２】上記実施例の壁パネルの一部の斜視図であり、（ａ）は壁パネルの上部を示し、
（ｂ）は壁パネルの下部を示す。
【図３】上記実施例の壁パネルの表面材と補強材の関係的構成を示す図であり、（ａ）は
図１（ａ）のＡ－Ａ断面を示し、（ｂ）は使用例であって天井および床の間に配置した状
態を示し、（ｃ）は壁パネルの製造工程において表面材に補強材を接着する工程を示す図
である。
【図４】上記実施例の壁パネルを天井固定部材で天井に取り付ける構成を示す断面図であ
る。
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【図５】（ａ）～（ｃ）は、それぞれ上記実施例の壁パネルの変形例１～３を示す図であ
る。
【図６】壁パネルの従来例の構成および問題を説明する図であり、（ａ）、（ｃ）は従来
例１の壁パネルを示し、（ｂ）、（ｄ）は従来例２の壁パネルを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明に係る壁パネルを実施するための形態を実施例に基づき図面を参照して、以下説
明する。
【実施例】
【００１９】
　本発明に係る壁パネルの実施例を図１～図５において説明する。本発明に係る壁パネル
は、建築物におけるいろいろな箇所（例えば、浴室）の構造用、部屋仕切り用など、各種
の用途で用いられる壁として使用されるものである。
【００２０】
　本明細書では、壁の表面（前面）側は、例えば浴室内に面しているとし、壁の裏面（後
面）側から見て、表面側を前方とし、その反対側を後方とし、左右を左右方向とする。
【００２１】
　本発明の実施例の壁パネル１は、図１および図２に示すように、薄板で構成される表面
材２と、表面材２の後面（裏面）の中央部に設けられる補強材３と、表面材２の裏面側の
左右端部に設けられる縦桟４と、を備えている。補強材３は、例えば、石膏ボードなどの
材料で形成されている。
【００２２】
　表面材２は、金属製の薄板から成り、その表面に塩化ビニルなどの薄膜が塗布され、防
錆性、耐水性、耐蝕性を有するように処理されている。表面材２の前面８が、例えば、浴
室内に面するように配置される。
【００２３】
　表面材２の前面８の上端部は、図３に示すように、後方（裏面側）に水平に折り曲げら
れて、図１、図２（ａ）、図３に示すように、上面９が形成されている。表面材２の上面
９と補強材３の上端５の間には、隙間１０が設けられている。
【００２４】
　上面９は、さらにその先端側が、図３に示すように、補強材３の厚み方向の中央部側に
向けて下方前方に折り返され、折返し面１３が形成されている。図３（ａ）に示すように
、上面９と折返し面１３のなす角θは、鋭角となるように形成されている。
【００２５】
　このような構成とすることで、折返し面１３の端部１４は補強材３の後面１５よりも前
方側に位置するように形成されている。換言すれば、表面材２の上面９と折返し面１３の
なす角θは、折返し面１３の端部１４が補強材３の後面１５よりも前方側に位置するよう
な角度に設定する。
【００２６】
　また、折返し面１３の端部１４と補強材３の上端５は、図３（ａ）に示すように、極近
傍または互いに当接するように設けられている。ここで「極近傍」とは、表面材２の上面
９に下方に向けて天井の重量などによる外力が作用されると、折返し面１３の端部１４が
補強材３の上端５に当接可能となる程度の近傍ということを意味している。
【００２７】
　図１、図２に示すように、表面材２の前面８の左右の側端部（図１（ａ）、図２では左
側の側端部のみを示す）は、それぞれ後方（裏面側）に略コの字状に折り曲げられ、側面
１８および側部折り返し面１９が形成されている。
【００２８】
　表面材２の左右の側端部において、それぞれ前面８、側面１８および側部折り返し面１
９で囲まれるスペースに、縦桟４が側方から差し込まれて表面材２に固定されている。そ
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して、表面材２の上面９は、図１（ｂ）、図２（ａ）に示すように、左右の端部において
それぞれ切り欠かれ、切り欠き２０が形成されている。
【００２９】
　さらに、上面９には、図２（ａ）、図３、図４に示すように、後記する天井固定部材２
３（図４参照）などの部材を壁パネル１側へ差し込んで固定する部材差込部２４が設けら
れている。この部材差込部２４は、本実施例では孔であるが、切欠きでもよく、或いは上
面９の一部を上方に突出する突起なような構成でもよい。
【００３０】
　表面材２の下端部についても上端部と同様に形成されている。即ち、表面材２の前面８
の下端部は、図１（ａ）、図２（ｂ）、図３に示すように、後方（裏面側）に水平に折り
曲げられて下面２７が形成されている。下面２７と補強材３の下端６との間に隙間２８が
設けられている。
【００３１】
　下面２７は、その先端側が、補強材３の厚み方向の中央部側に向けて上方前方に折り返
されて折返し面２９が形成されている。下面２７と折返し面２９のなす角θは、鋭角とな
るように形成されている。 
【００３２】
　折返し面２９の端部３０は、補強材３の後面（裏面）１５よりも前方側（表面側）に位
置するように形成されている。また、折返し面２９の端部３０と補強材３の下端６は、図
３（ａ）に示すように、極近傍にまたは互いに当接するように設けられている。ここで、
「極近傍」とは、表面材２の下面２７に、上方に向けて外力が作用されると、折返し面２
７の端部３０が補強材３の下端６に当接する程度の近傍ということを意味している。
【００３３】
　表面材２の下面２７は、図２（ｂ）に示すように、左右の端部においてそれぞれ切り欠
かれて、切り欠き３１が形成されている。さらに、下面２７には、図２（ｂ）、図３に示
すように、床３３に固定する床固定部材（図示せず）などの部材を、壁パネル１側へ差し
込んで固定する部材差込部３２が設けられている。また、ドアの上に設置する壁パネルの
場合、ドア上固定用部材を部材差込部３２に差し込むことも可能である。　
【００３４】
（作用）
　以上の構成から成る壁パネル１の特徴をより明確にするために、その作用などについて
説明する。
【００３５】
　表面材２の上端部は、図３に示すように、後方に水平に折り曲げられて上面９が形成さ
れ、さらにその上面９は、鋭角で下方前方に折り返されて折返し面１３が形成され、折り
返し面１３の端部１４は、補強材３の上端５の極近傍にまたは当接するように設けられて
いる。　　　　　　　
【００３６】
　このような構成とすると、図３（ｂ）に示すように、仮に、壁パネル１の上面９に天井
３６などを載せ、天井３６などの重量が上面９に作用しても、折返し面１３の端部１４が
、補強材３の上端５の後縁７より後方にはみ出す（踏み外す）ことがなく、上端５に当接
するので、上面９は、従来例１、２で説明した下方へのたわみ変形（図６（ｃ）、（ｄ）
参照）が抑制される。
【００３７】
　また、表面材２の上面９は、折り返されて折り返し面１３が形成されるが、この折り返
される部分（折り返し縁という）３７は、いわゆる補強リブとして機能し、上面９に剛性
を付与している。
【００３８】
　また、図３に示すような構成とすると、表面材２の上端、即ち折り返し面１３の端部１
４が前方の表面材２の裏面方向に折り返されており、後方に向けて露出しないので、壁パ
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ネル１の取り付けの作業などにおいて、作業者が折り返し面１３の端部１４に触れにくく
なり、手が切れたりすることが防止される。
【００３９】
　そして、表面材２の上面９と補強材３の上端５との間に隙間１０が形成されているとと
もに、上面９には、部材差込部２４が設けられているので、図４に示すように、天井固定
部材２３を、その係合突起４０を部材差込部２４から壁パネル１側の隙間１０内に差し込
んで固定することができる。
【００４０】
　なお、図４に示すように、天井固定部材２３は、本体部４１と、本体部４１の上端から
前方へ張り出した張り出し部４２と、張り出し部４２から下方に突出した係合突起４０と
、張り出し部４２から上方に延びるフック状の係合部４３と、を備えている。係合部４３
は、天井３６に形成された係合孔４６に係合し、壁パネル１を天井３６に位置決めする。
【００４１】
　壁パネル１の上面９についての作用は、表面材２の下面２７についても同様である。即
ち、壁パネル１の下面２７は、図３（ｂ）に示すように、床３３の上に載置して設置され
るが、天井３６および壁パネル１の重量の反力として床３３から受ける力が、表面材２の
下面２７に作用しても、折返し面２９の端部３０が補強材３の下端６に当接するので、下
面２７は上方にたわみ変形することが抑制される。
【００４２】
　また、表面材２の下面２７が折り返し面２９へと折り返される折り返し縁４７は、いわ
ゆる補強リブとして機能し、下面２７に剛性を付与している。さらに、表面材２の下端、
即ち折り返し面２９の端部３０が後方に向けて露出しないので、壁パネル１の取り付け作
業などにおいて、作業者が折り返し面２９の端部３０に触れにくくなり、手が切れたりす
ることが防止される。
【００４３】
　そして、表面材２の下面２７と補強材３の下端６との間に隙間２８が形成されていると
ともに、下面２７には、部材差込部３２が設けられているので、図示はしないが、床固定
部材や、ドア上固定用部材を、その係合突起を部材差込部３２から壁パネル１側の隙間２
８内に差し込んで固定することができる。
【００４４】
　ところで、従来は、表面材２の後面（裏面）に補強材３を当接し接着して壁パネル１を
製造していたが、このような接着作業では、表面材２に対する補強材３の位置決めが面倒
であり、適正ではない位置に接着してしまうと、その修正がきわめて面倒であった。しか
し、本発明の壁パネル１では、このような問題が解消される。
【００４５】
　即ち、表面材２に補強材３を接着剤で貼り付ける際には、図３（ｃ）に示すように、表
面材２に対して補強材３を側方から当接する。このように、表面材２に対して補強材３を
側方から当接する際に、本発明の壁パネル１によれば、表面材２に対して補強材３をその
中央部の適切な位置に、位置決めし易い。
【００４６】
　その理由は、壁パネル１は、図３（ｃ）に示すように、その上面９および下面２７が、
それぞれ下方および上方に鋭角に折り返されて折り返し面１３および２９が形成されてい
るので、折り返し面１３および２９がガイドとなって、補強材３を表面材２の適正な位置
に導いて当接することが可能となるからである。
【００４７】
　以上のとおり、壁パネル１の上部と下部の構成、作用は上下対称で略同じであるが、本
実施例では、両方についてそれぞれ説明した。しかしながら、上部と下部の一方だけを上
記のような構成としてもよい。
【００４８】
（変形例）
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　上記実施例の壁パネル１の変形例１～３を、それぞれ図５において説明する。変形例１
～３は、それぞれ壁パネルの上部と下部の構成は上下対称で略同じであるから、下記の説
明では、上部と下部を同時に説明する。但し、上部と下部の一方だけを下記のような構成
としてもよい。　　　　
【００４９】
　図５（ａ）に示す変形例１の壁パネル５１は、上記実施例の表面材２の折り返し面１３
、２９を、さらに壁パネル１の前面８に向けて水平に折り返し、上部水平端面５２、下部
水平端面５３を形成して成る構成である。
【００５０】
　このような構成とすることで、表面材２の上部水平端面５２、下部水平端面５３が、補
強材３の上端５、下端６に、安定して当接可能となるとともに、上部折り返し縁５６、下
部折り返し縁５７がさらに形成されるので、補強リブとしての機能が加わり、剛性がさら
に高まる。
【００５１】
　図５（ｂ）に示す変形例２の壁パネル６１は、上記変形例１と同様に上部水平端面５２
、下部水平端面５３を備えているが、表面材２の上面９、下面２７と上部折り返し面６２
、下部折り返し面６３のなす角度を、鋭角ではあるが、ほぼ直角に近い角度に形成したも
のである。
【００５２】
　このような構成とすることで、変形例１と同様の効果に加えて、上部折り返し面６２、
下部折り返し面６３を形成するための折り曲げ加工が、略直角の金型を用いるので、金型
コストが低減され、加工もし易くなる、という効果が生じる。
【００５３】
　図５（ｃ）に示す変形例３の壁パネル７１は、上面９、下面２７からまず鈍角で後方か
つ下方、上方に折り曲げて緩斜上面７２、緩斜下面７４を形成し、さらにその端部側を補
強材３の上端５、下端６に向けて前方、かつ上方、後方に、鋭角に折り曲げて、折り返し
面１３、２９を形成してなる構成である。
【００５４】
　このような変形例３の壁パネル７１によると、上記実施例１の壁パネル１において、表
面材２の上面９、下面２７から緩斜上面７２、緩斜下面７４への上部折り曲げ縁７３、下
部折り曲げ縁７５による補強リブとしての機能が加わり、さらに剛性が高まる。
【００５５】
　以上、本発明に係る壁パネルを実施するための形態を実施例に基づいて説明したが、本
発明はこのような実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された技術的
事項の範囲内でいろいろな実施例があることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【００５６】
　本発明に係る壁パネルは上記のような構成であるから、建築物のいろいろな箇所の構造
用、仕切り用など、各種用途で用いられる壁として適用可能である。本発明に係る壁パネ
ルは上記のような構成であるから、も適用可能である。
【符号の説明】
【００５７】
　１　壁パネル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　２　表面材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　３　補強材　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　４　縦桟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　５　補強材の上端　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　６　補強材の下端
　７　補強材の上端の後縁　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　８　表面材の前面　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
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　９　表面材の上面　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　１０　表面材の上面の下の隙間　　　　　　　　　　　　 
　１３　上面の折返し面　　　　　　　　　　　　　　　　 
　１４　折返し面の端部　　　　　　　　　　　　　　　　 
　１５　補強材の後面（裏面）　　　　　　　　　　　　 
　１８　表面材の側面　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　１９　表面材の側部折り返し面　　　　　　　　　　　　 
　２０　切り欠き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　２３　天井固定部材　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　２４　上面の部材差込部　　　　　　　　　　　　　　　 
　２７　表面材の下面　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　２８　表面材の下面の上の隙間　　　　　　　　　　　　 
　２９　下面の折返し面　　　　　　　　　　　　　　　　 
　３０　下面の折返し面の端部 
　３１　切り欠き　　　　　　　　　　　　
　３２　下面の部材差込部
　３３　床　　　　　　　　　　　　　　　 
　３６　天井　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　３７　上面の折り返し縁　　　　　　　　　　　　　　　 
　４０　天井固定部材の係合突起　　　　　　　　　　　　 
　４１　本体部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　４２　張り出し部　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　４３　係合部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　４６　天井の係合孔　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　４７　下面の折り返し縁
　５１　壁パネル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　５２　上部水平端面
　５３　下部水平端面　　　　　　　 
　５６　上部折り返し縁　　　　　　　　　　　　　　　 
　５７　下部折り返し縁　　　　　　　　　　　　　　　 
　６１　壁パネル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　６２　上部折り返し面　　　　　　　　　　　　　　　 
　６３　下部折り返し面　　　　　　　　　　　　　　　 
　７１　壁パネル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　７２　緩斜上面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　７３　上部折り曲げ縁
　７４　緩斜下面
　７５　下部折り曲げ縁 
　８１　従来例１の壁パネル　　　　　　　　　　　　　　 
　８２　上面　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　８５　従来例２の壁パネル
　８６　折り曲げられた上面の後端面　　　　　　　　　　　　　　 
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